
▼
募
集
人
数　

９
人（
重
信
川
と
石
手

川
の
一
部
を
９
区
画
に
区
切
り
、
一
区

画
あ
た
り
１
人
）

▼
資
格　

20
歳
以
上
で
活
動
範
囲
の
近

隣
に
居
住
し
、
月
１
回
の
定
期
報
告
な

ど
が
で
き
る
人（
任
期
１
年
）

▼
活
動
内
容　

日
常
生
活
で
気
付
い
た

河
川
に
関
す
る
情
報
の
報
告
、
河
川
愛

護
に
つ
い
て
の
普
及
・
啓
発
活
動

▼
手
当　

月
額
２
８
０
０
円（
予
定
）

▼
締
め
切
り　

２
月
29
日（
月
）　

17

時
必
着

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
年
齢
な
ど
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
選
考
し
ま
す
。

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
左
記
に

問
い
合
わ
せ
る
か
、
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w
w
.skr.m

lit.go.jp/
m
atsuyam

）を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
松
山
河
川
国
道
事
務
所
重
信
川
出
張

所　
　
　
　
　

☎
９
５
８
―
８
２
１
５

重
信
川
・
石
手
川

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

第
14
回
地
域
の
人
々
と
共
に
学
ぶ

救
急
医
療
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

地
域
伝
統
文
化

キ
ッ
ズ
カ
ー
ニ
バ
ル

催 

し

募
集

　

腹
部
の
救
急
に
つ
い
て
の
講
演
を
行

い
ま
す
。
参
加
は
無
料
で
す
。

▼
日
時　

２
月
19
日（
金
）　

19
時
～

21
時

▼
場
所　

ウ
ェ
ル
ピ
ア
伊
予
銀
河
の
間

▼
内
容　

①
講
演「
腹
部
救
急
の
実
際
」　

伊
予

消
防
等
事
務
組
合　

救
命
救
急
士　

②
講
演「
急
性
腹
症
～
急
患
手
術
対
象

症
例
の
診
断
に
つ
い
て
～
」　

松
山
赤
十

字
病
院　

外
科
部
長　

高
橋
郁
雄
先
生

③
意
見
交
換
・
質
疑
応
答　
（
司
会
）

梶
原
ク
リ
ニ
ッ
ク　

院
長　

梶
原
勇
喜

先
生　
　

問
伊
予
医
師
会

☎
９
８
２
―
１
４
１
４

▼
日
時　

２
月
28
日（
日
）　

10
時
～

15
時
30
分

▼
場
所　

ひ
め
ぎ
ん
ホ
ー
ル
サ
ブ
ホ
ー

ル
、
県
民
プ
ラ
ザ
ほ
か

▼
内
容　

・
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
和
太
鼓
や
獅
子
舞

な
ど
愛
媛
の
多
彩
な
伝
統
芸
能
の
披
露

・
華
道
の
展
示

・
茶
道
、
俳
句
、
川
柳
、
ち
ぎ
り
絵
、
将

棋
な
ど
の
体
験
コ
ー
ナ
ー

問
県
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎
９
１
２
―
２
９
７
２

◦２月の納税・納付 ◦

納期限は 2 月 29 日月
◎納期限内にお納めください◎

口座振替は 2 月 25 日木

固定資産税　　　　　      　      第 4期
国民健康保険税（普通徴収）　　　　第 8期
介護保険料（普通徴収）                                  第 8期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）　 第 8期

人のうごき
（Ｈ 27.12.31 現在）

区分 人口 前月比

男 14,670 ＋ 8

女 16,315 － 5

合計 30,985 ＋ 3

世帯 13,175 － 6

消費者力アップ通信
【相談事例】

　高校生の息子がスマートフォンでアダルト動画を検索し、「無料」と表示
された動画を選択。その後、「20 歳以上ですか」という画面で「はい」を選ん
でしまった。すると、突然会員登録になり「10 万円をお支払いください」と
表示された。慌てて業者に電話をして、生年月日や自宅の電話番号を伝えて
しまった。請求画面はまだ消えていない。

【アドバイス】
○安易に「はい」を選択したり、アプリのダウンロードを行ったりしない
　ようにしましょう。請求画面が消えなくなっても、慌てて業者に電話し
　たり、お金を支払ったりしてはいけません。
○困ったときは、親や信頼できる大人または相談窓口に相談しましょう。
　請求画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のホーム
　ページで確認できます。

スマホのアダルトサイト請求画面
慌てず冷静に、業者に支払わない

安心して役場の相談窓口にご相談ください！
相談は秘密厳守。匿名でも相談できます。情報提供も受け付けています。

▽ 消費生活相談窓口（産業課内）☎ 985-4120

▽ 消費者ホットライン ☎ 188（9 ～ 17 時）
毎週火曜日、第 1金曜日は専門の相談員が対応します。
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